
大 阪 広 域 水 道 企 業 団 職 員 の 任 用 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を

公 布 す る 。  

令 和 ２ 年 ２ 月 21日  

大 阪 広 域 水 道 企 業 団  

企 業 長  永 藤  英 機  

大 阪 広 域 水 道 企 業 団 規 則 第 １ 号  

大 阪 広 域 水 道 企 業 団 職 員 の 任 用 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正

す る 規 則  

大 阪 広 域 水 道 企 業 団 職 員 の 任 用 に 関 す る 規 則 （ 平 成 23年 大 阪 広 域 水 道

企 業 団 規 則 第 12号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に

下 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改 正 後  改 正 前  

（ 趣 旨 ）  （ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 規 則 は 、地 方 公 務 員 法（ 昭 和
25年 法 律 第 261号 。以 下「 法 」と い う 。）
第 17条 か ら 第 20条 ま で 及 び 第 21条 の ２
か ら 第 22条 の ３ ま で の 規 定 に 基 づ き 、法
第 ３ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 職 の 大 阪 広 域
水 道 企 業 団 の 職 員（ 以 下「 職 員 」と い う 。）
の任 用 に関 し必 要 な事 項 を定 めるものと
す る 。  

 

第 １ 条  こ の 規 則 は 、地 方 公 務 員 法（ 昭 和
25年 法 律 第 261号 。以 下「 法 」と い う 。）
第 17条 か ら 第 20条 ま で 及 び 第 22条 の 規
定 に 基 づ き 、法 第 ３ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る
職 の 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 の 職 員 （ 以 下
「 職 員 」と い う 。）の 任 用 に 関 し 必 要 な
事 項 を 定 め る も の と す る 。  

 

 （ 定 義 ）   （ 定 義 ）  

第 ２ 条  （ 略 ）  第 ２ 条  （ 略 ）  

(１ ) 採 用  現 に 職 員（ 法 第 22条 の ３ 第
４項 の規 定 により臨 時 的 に任 用 された
職 員 を 除 く 。以 下 同 じ 。）で な い 者 を
職 員 に 任 命 す る こ と を い う 。  

(１ ) 採 用  現 に 職 員（ 法 第 22条 第 ２ 項
の 規 定 に よ り 臨 時 的 に 任 用 さ れ た 職
員 を 除 く 。以 下 同 じ 。）で な い 者 を 職
員 に 任 命 す る こ と を い う 。  

(２ )  職  別 表 に 掲 げ る 職 級 に 属 す る
職 及 び 法 第 22条 の ２ 第 １ 項 第 １ 号 に
規 定 す る 会 計 年 度 任 用 の 職 を い う 。  

(２ )  職  別 表 に 掲 げ る 職 級 に 属 す る
職 を い う 。  

(３ )～ (５ ) （ 略 ）  
 

(３ )～ (５ ) （ 略 ）  
 

 （ 臨 時 的 任 用 を 行 う こ と が で き る 場 合 ）  （ 臨 時 的 任 用 ）  

第 ５ 条  企 業 長 は 、常 時 勤 務 を 要 す る 職 に
欠 員 を 生 じ た 場 合 に お い て 、次 に 掲 げ る
場 合 に 該 当 す る と き は 、現 に 職 員 で な い
者 を 、６ 月 を 越 え な い 期 間 で 、臨 時 的 に
任 用 す る こ と が で き る 。  

第 ５ 条  企 業 長 は 、次 の 各 号 の い ず れ か に
該 当 す る 場 合 に お い て は 、現 に 職 員 で な
い 者 を 、６ 月 を 越 え な い 期 間 で 、臨 時 的
に 任 用 す る こ と が で き る 。  

(１ ) 災 害 そ の 他 重 大 な 事 故 の た め 、当
該 職 に 法 第 17条 第 １ 項 に 規 定 す る 任
命 の方 法 によって職 員 を任 命 するまで
の 間 、欠 員 に し て お く こ と が で き な い
緊 急 の 場 合  

(１ ) 災 害 そ の 他 重 大 な 事 故 の た め 、当
該 職 に 法 第 17条 に よ る 任 命 の 方 法 に
よ っ て 職 員 を 任 命 す る ま で の 間 、欠 員
に して おく こと がで きな い緊 急 の場 合  

(２ )  （ 略 ）  (２ )  （ 略 ）  
 



 （ 臨 時 的 任 用 の 場 合 の 資 格 要 件 ）   （ 臨 時 的 任 用 の 場 合 の 資 格 要 件 ）  

第 ６ 条  臨 時 的 に 任 用 さ れ る 者 は 、前 条 第
１ 号 の 場 合 を 除 き 、別 表 に 定 め る 資 格 要
件 を 有 す る 者 で な け れ ば な ら な い 。た だ
し 、当 該 資 格 要 件 を も っ て は 臨 時 的 任 用
が で き ず 、か つ 、公 務 の 運 営 に 支 障 を 来
す お そ れ が あ る と 認 め る と き は 、こ の 限
り で な い 。  

第 ６ 条  臨 時 的 に 任 用 さ れ る 者 は 、前 条 第
１ 号 の 場 合 を 除 き 、別 表 に 定 め る 資 格 要
件 を 有 す る 者 で な け れ ば な ら な い 。  

 ２  前 項 の 資 格 要 件 を も っ て は 臨 時 的 任
用 が で き ず 、か つ 、公 務 の 運 営 に 支 障 を
来 す お そ れ が あ る と 認 め る と き は 、企 業
長 は 、臨 時 的 に 任 用 す る こ と が で き る 。 

 

 （ 臨 時 的 任 用 の 期 間 の 更 新 ）   （ 臨 時 的 任 用 期 間 の 更 新 ）  

第 ７ 条  （ 略 ）  第 ７ 条  （ 略 ）  

 ２  臨 時 的 任 用 の 期 間 は 、い か な る 場 合 に
お い て も 再 度 更 新 す る こ と は で き な い 。 

 

  （ 条 件 付 採 用 期 間 ）  

 第 ８ 条  条 件 付 採 用 の 期 間 は 、任 命 の 日 か
ら 起 算 し て ６ 月 間 と す る 。  

 ２  前 項 の 期 間 満 了 前 に 企 業 長 が 別 段 の
措 置 を し な い 限 り 、そ の 採 用 は 、期 間 満
了 の 翌 日 よ り 正 式 採 用 と す る 。  

 

 （ 条 件 付 採 用 の 期 間 の 継 続 ）   （ 条 件 付 採 用 期 間 の 継 続 ）  

第 ８ 条  条 件 付 採 用 の 期 間 中 の 職 員 を 他
の 職 に 任 用 し た 場 合 に は 、そ の 条 件 付 採
用 の 期 間 は 、 引 き 続 く も の と す る 。  

 

第 ９ 条  条 件 付 採 用 中 の 職 員 を 他 の 職 に
任 用 し た 場 合 に は 、そ の 条 件 付 採 用 期 間
は 、 引 き 続 く も の と す る 。  

 

 （ 条 件 付 採 用 の 期 間 の 延 長 ）   （ 条 件 付 採 用 期 間 の 延 長 ）  

第 ９ 条  職 員 が 条 件 付 採 用 の 期 間 の ６ 月
間 に お い て 実 際 に 勤 務 し た 日 数 が 90日
に 満 た な い 場 合 に お い て は 、そ の 日 数 が
90日 に 達 す る ま で そ の 条 件 付 採 用 の 期
間 を 延 長 す る も の と す る 。た だ し 、条 件
付 採 用 の 期 間 の 開 始 後 １ 年 を 超 え る こ
と と な る 場 合 に お い て は 、こ の 限 り で な
い 。  

第 10条  企 業 長 は、条 件 付 採 用 期 間 中 の職
員 に つ い て 、そ の 者 が 正 式 採 用 に な る た
めには能 力 の実 証 が十 分 でないと認 める
と き は 、条 件 付 採 用 期 間 開 始 後 １ 年 を 超
えない範 囲 でこの期 間 を延 長 することが
で き る 。  

２  企 業 長 は 、条 件 付 採 用 の 期 間 中 の 職 員
に つ い て 、当 該 職 員 が 正 式 採 用 に な る た
めにはその能 力 の実 証 が十 分 でないと認
め る 場 合 で あ っ て 、前 項 の 規 定 に よ り 難
い と き は 、同 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、条
件 付 採 用 の 期 間 の 開 始 後 １ 年 を 超 え な
い 範 囲 内 で そ の 条 件 付 採 用 の 期 間 を 延
長 す る こ と が で き る 。  

 

３  法 第 22条 の ２ 第 １ 項 に 規 定 す る 会 計
年 度 任 用 職 員 に 対 す る 前 ２ 項 の 規 定 の
適 用 に つ い て は 、こ れ ら の 規 定 中「 ６ 月
間 」 と あ る の は 「 １ 月 間 」 と 、 「 90日 」

 



と あ る の は「 15日 」と 、「 条 件 付 採 用 の
期 間 の 開 始 後 １ 年 」と あ る の は「 当 該 職
員 の 任 期 」 と す る 。  

 

第 10条 ～ 第 20条  （ 略 ）  第 11条 ～ 第 21条  （ 略 ）  
 

（ 実 施 に 関 す る 必 要 な 事 項 ）  （ 実 施 に 関 す る 必 要 な 事 項 ）  

第 21条  こ の 規 則 に 定 め る も の の ほ か 、こ
の 規 則 の 実 施 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、別 に
定 め る 。  

第 22条  こ の 規 則 の 実 施 に 関 す る 必 要 な
事 項 は 、 別 に 定 め る 。  

附  則  
（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 規 則 は 、 令 和 ２ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 規 則 の 施 行 の 日 前 に 、 こ の 規 則 に よ る 改 正 前 の 大 阪 広 域 水 道 企

業 団 職 員 の 任 用 に 関 す る 規 則 の 規 定 に よ っ て し た 、 又 は す べ き 手 続 、

通 知 そ の 他 の 行 為 で あ っ て 、 こ の 規 則 に よ る 改 正 後 の 大 阪 広 域 水 道 企

業 団 職 員 の 任 用 に 関 す る 規 則 （ 以 下 「 新 規 則 」 と い う 。 ） の 規 定 に 相

当 の 規 定 が あ る も の は 、 他 の 規 則 に 別 段 の 定 め が あ る も の を 除 き 、 新

規 則 の 相 当 の 規 定 に よ っ て し た 、 又 は す べ き 手 続 、 通 知 そ の 他 の 行 為

と み な す 。  


